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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月27日(2010.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する無線通信装置に対して
、割り当てるサブキャリア数を決定するリソースブロックサイズ決定部と、
　巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する際の巡回シフト遅延量を前記リソースブロックサ
イズ決定部により決定された前記サブキャリア数に応じて設定する巡回シフト遅延量決定
部と、
　前記巡回シフト遅延量を前記無線通信装置に送信する送信部と、
　を具備する基地局装置。
【請求項２】
　チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する無線通信装置に対して
、割り当てるサブキャリア数を決定するリソースブロックサイズ決定部と、
　前記無線通信装置がチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する際
に用いる巡回シフト遅延量を、前記リソースブロックサイズ決定部により決定されるサブ
キャリア数に応じて設定する巡回シフト遅延量決定部と、
　前記巡回シフト遅延量決定部により設定される前記巡回シフト遅延量に対応して前記チ
ャネル品質測定用信号を送信する際のチャネル品質測定用帯域を選定するチャネル品質測
定用帯域選定部と、
　を具備する基地局装置。
【請求項３】
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　前記チャネル品質測定用帯域選定部は、巡回シフト遅延ダイバーシチ送信時における巡
回シフト遅延量の逆数に応じて、選定する前記チャネル品質測定用帯域の帯域幅を可変さ
せる請求項２記載の基地局装置。
【請求項４】
　前記巡回シフト遅延量及び前記チャネル品質測定用帯域に関する情報を、前記無線通信
装置に送信する送信部を具備する請求項２記載の基地局装置。
【請求項５】
　基地局装置から送信される巡回シフト遅延量情報を抽出する巡回シフト遅延量情報抽出
部と、
　前記巡回シフト遅延量情報抽出部により抽出される前記巡回シフト遅延量情報を用いて
、チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する送信部と、
　前記基地局装置からの送信される前記チャネル品質測定用帯域に関する情報を含む周波
数スケジューリング情報を抽出する周波数スケジューリング情報抽出部と具備し、
　前記送信部は、抽出した前記周波数スケジューリング情報における前記チャネル品質測
定用帯域に限定して前記チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する
、
　無線通信装置。
【請求項６】
　基地局装置から送信される巡回シフト遅延量情報を抽出する巡回シフト遅延量情報抽出
部と、
　前記巡回シフト遅延量情報抽出部により抽出される前記巡回シフト遅延量情報を用いて
、チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する送信部と、
を具備し、
　前記送信部は、前記巡回シフト遅延量情報抽出部によって抽出される前記巡回シフト遅
延量情報を用いて、前記チャネル品質測定用信号を送信したときと同じ巡回シフト遅延量
で、ユーザデータを巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する、
　無線通信装置。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の無線通信装置から送信されるチャネル品質測定用信号を抽出する
パイロット信号抽出部と、
　前記パイロット信号抽出部により抽出されるチャネル品質測定用信号を用いてサブキャ
リア毎の受信品質を測定する受信品質測定部と、
　前記受信品質測定部により測定される前記サブキャリア毎の受信品質を用いて前記無線
通信装置に対するサブキャリアを割り当てるサブキャリア割当部と、
　を具備する基地局装置。
【請求項８】
　基地局装置から送信される巡回シフト遅延量情報を抽出する巡回シフト遅延量情報抽出
部と、
　サブキャリア毎に予め既知の位相回転を与えた位相回転信号を生成するサブキャリア位
相回転部と、
　前記サブキャリアと、前記サブキャリア位相回転部により生成される信号とを用いて、
チャネル品質測定用信号を、前記巡回シフト遅延量情報抽出部により抽出される前記巡回
シフト遅延量情報に基づいて巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する送信部とを具備する、
　無線通信装置。
【請求項９】
　前記チャネル品質測定用信号の送信に用いられるチャネル品質測定用帯域に関する情報
を含む周波数スケジューリング情報を抽出する周波数スケジューリング情報抽出部を更に
備え、
　前記送信部は、抽出した前記周波数スケジューリング情報における前記チャネル品質測
定用帯域に限定してチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する請求
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項８記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　基地局装置から送信される巡回シフト遅延量情報を抽出する巡回シフト遅延量情報抽出
部と、
　前記基地局装置から送信されるサブキャリア位相回転量情報を抽出するサブキャリア位
相回転量情報抽出部と、
　前記サブキャリア位相回転量情報抽出部により抽出される前記サブキャリア位相回転量
情報を用いて、サブキャリアに位相回転を与えた信号を生成するサブキャリア位相回転部
と、
　前記サブキャリアと、前記サブキャリア位相回転部により生成される前記信号とを用い
て、ユーザデータ信号を、前記巡回シフト遅延量情報抽出部により抽出される前記巡回シ
フト遅延量に基づいて巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する送信部とを具備する、
　無線通信装置。
【請求項１１】
　請求項９記載の無線通信装置から送信される前記チャネル品質測定用信号を抽出するパ
イロット信号抽出部と、
　前記パイロット信号抽出部により抽出されるチャネル品質測定用信号を用いて、サブキ
ャリア毎の受信品質を測定する受信品質測定部と、
　前記受信品質測定部により抽出される前記チャネル品質測定用信号を用いて、前記無線
通信装置に対するサブキャリアを割り当てるサブキャリア割当部と、
　前記受信品質測定部により抽出される前記チャネル品質測定用信号及び前記サブキャリ
ア割当部により割り当てられるサブキャリアを用いて、前記無線通信装置の送信時に用い
られるサブキャリアのサブキャリア位相回転量を決定する位相回転量決定部と、
　を具備する、
　基地局装置。
【請求項１２】
　チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延して送信する無線通信装置に、セクタ毎に異
なる巡回遅延量情報を送信する送信部を具備する基地局装置。
【請求項１３】
　チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延して送信する無線通信装置で用いられる巡回
シフト遅延量情報を生成する巡回シフト遅延量生成部と、
　前記巡回シフト遅延量情報を前記無線通信装置に送信する送信部と、
　を具備する、
　基地局装置。
【請求項１４】
　前記巡回シフト遅延量生成部は、前記巡回シフト遅延量情報をセクタ毎に異なるように
生成する請求項１３記載の基地局装置。
【請求項１５】
　前記巡回シフト遅延量生成部は、前記巡回シフト遅延量情報を隣接する基地局と異なる
ように生成する請求項１３に記載の基地局装置。
【請求項１６】
　前記巡回シフト遅延量生成部は、前記巡回シフト遅延量情報を、無線通信装置毎に異な
るように生成する請求項１３記載の基地局装置。
【請求項１７】
　基地局装置から送信される巡回シフト遅延量情報を抽出する巡回シフト遅延量情報抽出
部と、
　前記巡回シフト遅延量情報抽出部により抽出される前記巡回シフト遅延量情報を用いて
、前記基地局装置にチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延して送信する送信部と、
　を具備する無線通信装置。
【請求項１８】
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　前記巡回シフト遅延量の情報は、セクタ毎に異なる巡回シフト遅延量情報である、
　請求項１７記載の無線通信装置。
【請求項１９】
　前記巡回シフト遅延量情報は、隣接する基地局装置毎に異なる巡回シフト遅延量情報で
ある請求項１７記載の無線通信装置。
【請求項２０】
　前記巡回シフト遅延量情報は、他の無線通信装置とは異なる巡回シフト遅延量情報であ
る請求項１７記載の無線通信装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　所定数シンボル数ＮＤＦＴが基づく無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情
報は、例えば、上り回線スケジューリング要求情報送信のために割り当てられたサブキャ
リアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]、基地局装置により選定された
チャネル品質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリ
アに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]又は、上り回線ユーザデータ送信
用に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]等
である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　なお、周波数スケジューリング情報は、上述したように、上り回線スケジューリング要
求情報送信のために割り当てられたサブキャリアに関する情報（サブキャリア数、サブキ
ャリア番号等]、基地局装置により選定されたチャネル品質測定用部分帯域に関する部分
帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリアに関する情報（サブキャリア数、サブキ
ャリア番号等]、及び上り回線ユーザデータ送信用に割り当てられたサブキャリアに関す
る情報（サブキャリア数、サブキャリア番号等）等である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　具体的には、サブキャリアマッピング部６３は、当該無線通信装置１に対する周波数ス
ケジューリング情報（下り回線送信時に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブ
キャリア数、サブキャリア番号等]）を用いてマッピングを行う。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
　なお、所定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力
される、当該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線スケジュー
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リング要求情報送信のために割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数
、サブキャリア番号等]）を基に決定する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　サブキャリアマッピング部１５は、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力さ
れる、当該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線スケジューリ
ング要求情報送信のために割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、
サブキャリア番号等]）を基に、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックをサブ
キャリアマッピングする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４６】
　サブキャリアマッピング部６３は、信号多重部６２の出力である周波数データブロック
を、特定のサブキャリアに、無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（下り
回線送信時に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア
番号等]）を基にサブキャリアマッピングを行う。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５８】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック
単位毎（シンボルデータブロック）に、データ形式をＳ／Ｐ変換及び離散フーリエ変換を
行い、サブキャリアマッピング部１５に入力する。これにより時間領域のシンボルデータ
ブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。なお、所
定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当
該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチ
ャネル品質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリア
に関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基に決定する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５９】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）する。ここで、サブキャ
リアマッピングは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通
信装置１に対する周波数スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチャネル品
質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリアに関する
情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基にマッピングを行う。なお、マッピン
グの方法は、図３で示したサブキャリア上にマッピングする際の２種類の方法で行う。
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【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８５】
　なお、所定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力
される、当該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデー
タ送信用に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番
号等]）を基に決定する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８６】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）する。ここで、サブキャ
リアマッピングは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通
信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデータ送信用に割り当て
られたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基にマッピ
ングを行う。なお、サブキャリア上にマッピングする際の方法は、図３に示す２種類の方
法のいずれかを用いる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３６】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック
単位（シンボルデータブロック）毎に、データ形式をＳ／Ｐ変換及び離散フーリエ変換を
行い、サブキャリアマッピング部１５に出力する。これにより時間領域のシンボルデータ
ブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。なお、所
定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当
該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチ
ャネル品質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリア
に関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基に決定する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３７】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）してＩＦＦＴ部１６－１
及びサブキャリア位相回転部４２に出力する。ここで、サブキャリアマッピングは、周波
数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通信装置１に対する周波数
スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチャネル品質測定用部分帯域に関す
る部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、
サブキャリア番号等]）を基にマッピングを行う。なお、サブキャリア上にマッピングす
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る方法は、図３に示すようにLocalized FDMA、或いは、Distributed FDMAと呼ばれるタイ
プにより行う。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２６９】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック
単位（シンボルデータブロック）毎に、データ形式をＳ／Ｐ変換及び離散フーリエ変換を
行い、サブキャリアマッピング部１５に入力する。これにより時間領域のシンボルデータ
ブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。なお、所
定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当
該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデータ送信用に
割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基
に決定する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２７０】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）を行い、ＩＦＦＴ部１６
－１及びサブキャリア位相回転部４２に出力する。ここで、サブキャリアマッピングは、
周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通信装置１に対する周
波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデータ送信用に割り当てられたサブキャリア
に関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基にマッピングを行う。なお、
マッピング方法は上述したものと同様であるため説明は省略する。
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